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○

ﾏｲﾎーﾑの名義変更

Q:マイホームの名義変更は慎重にした方

がよいと聞きましたが、うっかり名義変更し

てしまった場合は、どうすればよいでしょう

か。

A.:誤って名義変更が行われたような場合

には、贈与税の申告期限までに名義を元の所

有者に戻しましょう。

【解説】

税務上は、登記名義人を真実の所有者と推

定しますので、個人相互間で財産の名義変更

が行われた場合で、適正な対価の支払いが行

われていないときは、原則として、真実の所

有者としての地位の贈与があったものとして

贈与税がかけられます。

ただし、誤って名義変更が行われたような

ケースについては、贈与税の申告期限まで、

あるいは、税務署から決定や更正を受ける日

までに名義を元の所有者に戻した場合に限り、

贈与がなかったものとして贈与税はかかりま

ません。

贈与税は、前年1月1日から12月31日

までの贈与を本年2月1日から3月15日ま

でに申告することになっていますから、名義

を元に戻す手続きはこの期日がくるまでに行

えばよいでしょう。

なお、この取扱いは、軽率に名義変更した

人への適用が目的ですので、何度も繰り返し

ているようですと、軽率とはいえないという

ことで課税問題が生じるかもしれません。
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